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令和５年第６回 多賀城市教育委員会定例会 議事録 

１ 会議の年月日 令和５年６月２６日（月） 

２ 招集場所   市役所５階 ５０１会議室

３ 出席委員等  教育長 麻生川 敦   委 員 渡 奈奈子 

委 員 林 幹字    委 員 小野 聡子 

委 員 髙田 彩 

４ 欠席委員   なし 

５ 説明のため出席 

した事務局職員 

教育部長        中野 裕夫 

次長兼教育総務課長   麦嶋 潔 

理事兼学校教育監    佐藤 英樹 

生涯学習課長      水越 森蔵 

文化財課長       武田 健市 

６ 傍 聴 人  なし 

７ 記 録 係  教育総務課副主幹    佐藤 良彦 

８ 開会の時刻  午後５時４５分 

９ 議事日程 

日程第１  前回議事録の承認について 

日程第２  議事録署名委員の指名について 

日程第３  諸般の報告 

事務事業等の報告

日程第４  議 事 

        (1) 臨時代理事務 臨時代理の報告について（議会の議決を経る 

    報告第１０号 べき事件の議案の作成に係る意見(工事請負 

           契約の締結）） 

(2) 臨時代理事務 臨時代理の報告について（令和５年度多賀城 

          報告第１１号 市一般会計補正予算（第３号）に対する意見） 

(3) 議案第１３号 多賀城市学校給食センター運営審議会委員の 

人事について 

(4) 議案第１４号 多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事に 

ついて 

(5) 議案第１５号 多賀城市文化財保護委員会委員の人事につ 

いて 
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(6) 議案第１６号 令和６年度多賀城市立小・中学校使用教科 

用図書の採択基準について 

(7) 議案第１７号 特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計 

画の計画期間について 

日程第５  その他 
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教育長 

ただ今の出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、これより令

和５年第６回教育委員会定例会を開会いたします。 

日程第１ 前回議事録の承認について 

教育長 

はじめに、令和５年第４回定例会の議事録について、承認を求めます。

議事録については、事前にお配りしておりますので、本日は朗読を省略いたし

ます。

前回定例会の議事録について承認を求めますが、御異議ございませんでしょう

か。小野委員。

小野委員 

一箇所１１ページですが、私が発言したところの２行目で、「男女の構成比とい

うのは聞いてはいけないのでしょうか」と確かに言ったのですけれど、この部分

をカットしていただければということなのですが。このまま載せていた方がいい

ですかね。

委員会の男女構成比が例えば何パーセントいう決まりがあるのかということを

聞きたかったのに、男女の構成比というのは聞いてはいけないのでしょうかとな

っていたので、どうかと思ったもので。

教育部長 

その部分がなくとも前後の繋がりは意味が通じますので、削除で大丈夫だと思

います。 

教育長 

それでは、その部分は削除ということで、調製したいと思います。その他、何

かありますでしょうか。樋渡委員。 

樋渡委員 

改めて見て、１１ページの私の発言で「９名いらっしゃると、ある程度固まっ

たところでなくて・・・」というところは、「ある程度偏ったところでなくて、」
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という意味合いだったのですが。 

教育部長 

そのように訂正させていただきます。 

教育長

  それ以外は大丈夫ですね。それでは、その部分は訂正させていただきます。 

そのほかございますか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

教育長

それでは、異議がないものと認め、前回定例会の議事録については、２箇所訂

正するということで、承認されました。

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

教育長 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城市

教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において、小野委員、

髙田委員を指名いたします。よろしくお願いします。 

日程第３ 諸般の報告について 

－ 事務事業等の報告 － 

教育長 

これより本会議に入ります。 

はじめに、事務事業等の報告をいたします。報告については、事務局職員に朗

読させますので、よろしくお願いいたします。教育部長。 

教育部長 

それでは資料の１ページをお願いします。諸般の報告でございます。 

令和５年第５回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状

況は、次のとおりです。 

初めに教育総務課関係です。５月２９日、「小学校読み書き困難な児童のスクリ
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ーニング研修会」を城南小学校で開催し、小学校一年生の担任等が参加しました。 

６月２日、「令和５年度仙台管内教育委員会協議会総会・研修会」が岩沼市で開

催され、樋渡委員、林委員、小野委員が出席いたしました。総会において菊池すみ

子元委員に感謝状が贈呈されました。 

６月３日及び４日の２日間にわたり、「第２７回多賀城市中学校総合体育大会」

が市内各中学校、中央公園、総合体育館等で開催され、熱戦が繰り広げられました。 

６月８日から２２日まで１５日間の会期で、「令和５年第２回多賀城市議会定例

会」が開催されました。教育委員会関係の議案では、本日、臨時代理事務報告をい

たします「令和５年度多賀城市一般会計補正予算（第３号）」、「工事請負契約の締

結」について、本会議及び予算特別委員会で審議されました。 

一般質問は、６月１５日及び１６日に行われ、教育委員会関係は７名から８件の

質問が行われました。回答要旨はお手元に配布した別紙のとおりです。 

続いて生涯学習課関係です。 

６月１日、「青少年育成センター運営協議会」を開催し、令和４年度の事業報告、

令和５年度の事業計画案などが承認されました。 

６月８日、「令和５年度少年の主張多賀城市大会」を高崎中学校で開催し、当校

の生徒と来賓者も含め約５８１名が参加しました。優秀賞に選ばれた高崎中学校の

伊藤百花さんと、優良賞の多賀城中学校の阿部文音さんが、７月４日に第二中学校

で開催される仙台地区大会に出場します。 

前回報告時以降に実施した主な社会教育事業等は、２ページから５ページに記載

の別表のとおりでございます。 

最後に文化財課関係です。 

５月３１日、古代米の田植えを特別史跡内の市川字館前地区で実施し、歴史的食

文化体験学習として城南小学校、多賀城八幡小学校、多賀城東小学校の５年生２３

２名が参加しました。 

５月２７日、令和５年度資料展「地域の文化財－市川村・浮島村－」の関連企画

として、地域住民によるギャラリートークを埋蔵文化財調査センター３階展示室で

開催しました。詳細は次のページの別表のとおりでございます。 

５ページをお開き願いたいと思います。下段でございます。令和５年６月２６

日提出、教育長名、以上で朗読を終わります。

教育長 

それでは、ただ今の報告について質疑ございませんでしょうか。樋渡委員。
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樋渡委員 

２ページからなのですが、５月３１日「多賀城はじめてスマホ会㏌中央」とい

うことで、それから何回かにわたってスマホの教室、講習会が開催されていま

す。大変いいことだと思うのですが、何か一つの事業者に偏っているという言い

方も変なのですが、次に実施する際は別の事業者と取組むということが良いので

はと考えたのですが。

また、操作も機種によって差があって、個人的にも違ってきたりもすると思う

ので、シリーズ化する時には他の事業者との取組も必要と考えたものですから、

意見を述べさせていただきました。

教育長 

生涯学習課長。

生涯学習課長 

こちらの公民館で行う社会教育事業としては、確かにそのような視点は大切だ

と思います。

ただ、今回の事業は、多賀城市がソフトバンクと連携協定を結んでおりまし

て、ICT推進室が主催しております「高齢者向けのスマホ教室」を各公民館で実
施しているというものです。そこの分は ICT推進室と公民館の共催ということ
で、企業と多賀城市がタッグを組んで普及推進を図っているという事業の１つで

す。ですから、一つの事業者と取組んでいる状況でございます。

樋渡委員 

分かりました。ソフトバンクは 3.11 の大震災の時になかなか電話が通じない時
に凄く精力的にアンテナを建てて、繋がるようにしたとか、医療の方でも個別に支

援等をされているので、このような支援は有り難いと思っています。

ただ、いろいろな面で多くの事業者との連携があった方がいいのかと思いました

ので、内容を伺ってみました。

教育長 

よろしいでしょうか。その他ありますでしょうか。髙田委員。

髙田委員 

年間を通して、青少年教育ですとか、高校生以下の子ども達に向けた事業はど
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の程度あるのか。市民の方から「Line等で多賀城市の情報はたくさん来るけど
も、高齢者のスマホ講座等ばかりで、中高生を対象としたものが少ないのよね」

という声をいただきまして、改めて振り返ってみると確かに高校生以下の子ども

向けの事業が印象として少ないかなと思いまして、どれぐらい割合として計画さ

れているのか伺わせていただければと思います。

教育長

生涯学習課長。 

生涯学習課長 

高校生以下の子ども達でよろしいでしょうか。

髙田委員 

そうですね、高校生までの子ども達です。 

生涯学習課長 

今手元に資料がないのですが、基本公民館の事業というのは、青少年向け、成

人向け、高齢者向け、あともう一つ家庭教育という視点で、分野を切り分けて実

施しています。ただ、高齢者向けの事業が多いのですが、４つあるけれども全体

の三分の一くらいが高齢者向けだと思います。その他子ども達向けというのも、

小学生向けは結構実施しているのですが、ご指摘の通り中学生、高校生向けとい

うのは、正直ちょっと少ないかもしれません。

ただ、成人向けの中で中学生や高校生は合わせて受けられると思うので、次回

までに３公民館の事業の割合などを資料として皆さんに確認していただければと

思います。

髙田委員 

  ありがとうございます。 

教育長

よろしいでしょうか。樋渡委員。 

樋渡委員 

お願いなのですが、高齢者が電話をなかなか使いにくいということで、市の広
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報でもこれから SNS等いろいろなものを使ってというところで、高齢者をターゲ
ットにしていくとか。もう一つは、企業側でも高齢者向けの簡単な機種をという

ことの２つがあると思うのですが、一番初めに親が子どもに携帯を持たせる時

に、４、５年前だったかアメリカで「初めてそういうものを持つ時のお約束」と

いうか、親子でのお約束というのを記事で読んだことがあるのです。 

初めてスマホを持つ際、使い方の前にそういうことを通して、まずお約束事と

か、気を付けなくてはいけないこととか、そういうことの教育というか、そうい

う機会があればいいのかなと思ったのが一つ。 

それと、逆に中学生や高校生では、使い慣れてはいるけれども、SNSを通した
犯罪とかも含めたところで、改めてそう言うところの危険性とか、使うことでの

注意点とかの警告になるようなお話ということがあったらいいのかなと思いまし

たので、今後も宜しくお願いいたします。 

教育長 

学校教育監。

学校教育監 

ただ今、樋渡委員からあったお話なのですが、それにつきまして各学校、小学

校、中学校ごとに行っています。１０年くらい前は中学校で行っていたのです

が、やはり携帯を持つことが低年齢化していますので、今は４年生くらいから

「SNS防犯教室」を実施しています。これは警察や、各電話会社などいろいろな
機関がありますので、問い合わせて実施しています。

教育委員会側でお願いしていますのは、親子で是非見てください。子どもだけ

で見たり、親だけが見るのではなくて、親と一緒の教室にして、一緒に見てもら

うようにお願いしています。

中身は課金、お金をたくさんかけるということと、なりすましと言って、おじ

さんが女子中学生になりすまして写真の交換をするとかで、見た後ちょっと気持

ち悪くなるくらい怖いなと思うような内容ですが、親子で見てもらうよう教育委

員会では働きかけています。

樋渡委員 

ありがとうございます。

教育長
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よろしいでしょうか。小野委員。 

小野委員

１ページの教育総務課関係のところで、５月２９日の「スクリーニング研修

会」なのですが、実際、先生方が参加してどうだったのかということを、簡単に

お聞きしたいなと思いました。

もう一点は文化財課関係で、一番下のところなのですが、古代米の田植えは昨

年度も実施したのですよね。収穫したお米はどうなるのかということだけ教えて

ください。

教育長 

学校教育監。

学校教育監 

本年度新たに始めた事業が、「小学校読み書き困難な児童のスクリーニング研

修会」です。対象は小学校の新１年生です。一年生担任の先生がクラス全員の子

ども達にひらがなを提示してどれだけ読めるかということを調査します。 

  この研修会には、今協力を得ています総合研修センターの医師の佐藤先生をは

じめ、研修センターの方も来ていただいて、実際に担任の先生がどのように調査

していくのか、先進校の天真小学校と城南小学校で佐藤先生に検査をしてもらい

ます。その他の学校の先生方も検査方法を見ないと自信がないということで、他

校の一年生担任、校長先生や教頭先生が来ていただいた学校もあります。佐藤医

師が行っている検査について、実際見て勉強をしています。 

  また、当日参加できなかった方のために教育委員会でビデオを撮ってネット配

信するようにしています。有意義な研修となっています。 

教育長 

文化財課長。

文化財課長 

  食文化体験で実施しています古代米の関係なのですが、刈り取った古代米は城

南小学校では、コロナ禍以前は給食等で食べるところまで体験していただいてお

りました。ただコロナ禍で中断していましたので、今年度は再開しようと考えて

おります。まだ学校とはこれから調整となるのですが、文化財課としては復活さ
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せたいなと思っています。 

  あと宇宙米といって、宇宙に持っていったお米が戻ってきているのですが、そ

ちらに関しては昨年度、１平方メートル余りの範囲で作付けしたのですが、今年

度はそれが１４メートル掛ける８.５メートル余りと拡大して、だいぶ広い範囲に

作付けできるようになりました。今年もその種を収穫しまして、来年度また拡大

して作付けできるのではと思っているところです。 

教育長 

宇宙に行った古代米の子孫を増やしていくということで、それをどうにかする

のはこれから子ども達が考えていくということになります。

その他何かございませんか。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長

それでは、以上で事務事業等の報告を承認します。 

日程第４ 議 事 

臨時代理事務 臨時代理の報告について（議会の議決を経るべき事件の議 

報告第１０号 案の作成に係る意見（工事請負契約の締結）） 

教育長

これより、議事に入ります。 

はじめに、「臨時代理事務報告第１０号 臨時代理の報告について（議会の議

決を経るべき事件の議案の作成に係る意見（工事請負契約の締結））」を議題とい

たします。 

内容につきましては、文化財課長から説明をいたします。文化財課長。 

文化財課長 

それでは、「臨時代理事務報告第１０号 臨時代理の報告について」を御説明

いたします。 

はじめに、本契約につきましては、本年第３回教育委員会定例会のその他におい

て、特別史跡多賀城跡復元整備事業について説明させていただきました、仮称景観

交流ガイダンス施設、今回名称を多賀城跡ガイダンス施設と改めましたけれども、
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こちらの建設工事となります。 

当該工事につきましては、３月３０日開催の市議会臨時会におきまして、令和

５年度予算の増額補正を行い、併せて２か年の工事となりますことから、令和６

年度の債務負担行為を設定したものです。各年度の事業費は、令和５年度予算が

１億５,０００万円、令和６年度予算が９,０００万円の、合計２億４,０００万円

の計上となります。 

主な財源につきましては、社会資本整備総合交付金の街なみ環境整備事業とし、

補助率は２分の１となります。議案の７ページをお願いします。 

臨時代理事務報告第１０号、教育長に対する事務委任等規則第３条の規定によ

り、臨時に代理したので、同規則第６条第４号の規定により報告するものです。 

９ページをお願いします。令和５年５月２９日付けで、多賀城市長より「議会

の議決を経るべき事件の議案の作成に係る意見について」、下段記１に記載があり

ます「令和５年度(仮称)多賀城跡ガイダンス施設建設工事」について、令和５年

第２回多賀城市議会定例会に提案したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２９条の規定により、意見を求められたものです。 

戻りまして、８ページをお願いします。臨時代理書でございますが、当該議案

に係る意見につきましては、記載のとおり、異議がない旨を回答したものです。 

続きまして、内容をご説明しますので、１０ページの資料をお願いします。  

工事請負契約の締結について説明します。 

予定価格が１億５,０００万円以上の工事契約案件になりますので、地方自治法

第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めたものです。 

１契約の目的ですが、記載の工事件名となります。 

２契約の方法は、総合評価方式による制限付き一般競争入札です。 

３契約金額は、２億３,８７０万円、４契約の相手方は、伏谷建設株式会社でご

ざいます。１１ページの入札執行調書をお願いします。 

当該契約につきましては、５月２４日、市役所６階の６０１会議室において入

札を執行いたしました。入札者及び入札価格等の結果は、こちらの調書のとおり

でございます。

入札種別につきましては、さきほど説明したとおり、「総合評価方式による制限
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付き一般競争入札」です。 

この入札は、設計金額が３,０００万円以上となる建築、土木工事のうち、入札

者の施工能力、施工実績と入札価格を一体として評価することが適当であると認

められる工事について行うものであります。下段をご覧ください。 

予定価格及び調査基準価格は、記載のとおりです。 

今回の入札の結果、入札価格が予定価格を上回ったものの、入札価格と予定価

格が僅差であったことから、入札価格が最も低かった伏谷建設株式会社と地方自

治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定に基づく随意契約に移行し、１２

ページの見積もり開封調書のとおりの金額で決定したものであります。 

なお、当該工事につきましては、６月１９日の議会での議決を経て、本契約に

移行しております。 

続きまして、工事概要について説明いたしますので、１３ページの工事概要書

をご覧願います。 

「１の件名」及び「２の施工場所」につきましては、記載の通りでございます。 

  次の「３の工事期間」につきましては、契約締結の翌日から令和６年９月３０

日までの工期となるものでございます。 

次の「４の工事概要」についてですが、今回建設する「（仮称）多賀城跡ガイダン

ス施設」の建物構造は、鉄骨造の平屋建て、敷地面積は９１２.９２㎡、床面積は

２４３.６５㎡で、主要室は、展示室、管理室、各種トイレ、授乳室等となってお

り、加えて駐車場整備等の外構工事を行います。それでは、１４ページ「位置図」

をご覧願います。 

ガイダンス施設の建設地は、南門から南に１００ｍほど下がった、中央公園敷

地内の市道水入線に隣接する箇所に建設いたします。 

このガイダンス施設は、特別史跡多賀城跡を中心とした歴史的景観の素晴らし

さを伝え、更には、多賀城政庁や復元された多賀城南門へ「 誘
いざな

う」ための施設と

して整備いたします。続いて、１５ページの平面図をご覧ください。 

まず、横長の一点鎖線で示した範囲は、敷地を表しております。 

この敷地の範囲中央に、太く実線で示しているのがガイダンス施設の内部、太

線のやや外側を巡る三角形の点線は、屋根の軒先の範囲を示しています。 
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ガイダンス施設の内部でございますが、平面図の正面中央がエントランスで、

建物中央に約１６１㎡の展示室を配置します。また、展示室の左側になります

が、管理室をはじめ、男子トイレ、バリアフリートイレ、女子トイレ脇に授乳

室、倉庫を整備いたします。 

なお、建物建設と合わせて、市道水入線側に駐車場を整備いたします。 

次に、下段の完成予想図ですが、これは、エントランス側から見た完成予想と

なります。 

今回建設するガイダンス施設は、古代多賀城をイメージできるよう、大和葺き

の寄棟の屋根や、格子・真壁をモチーフにした外壁で仕上げることとしていま

す。 

また、施設の北壁、完成予定図の右側になりますが、床面から天井面まではガ

ラスを採用し、採光に考慮した開放感のある建物として整備いたします。 

以上で、工事概要の説明を終了させていただきます。

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑がございませんでしょうか。樋渡委員。

樋渡委員 

分からないので教えていただきたいのですが、１０ページのところで契約金額

は２億３,８７０万円となっているのですが、入札執行調書の第３回のところで伏

谷建設株式会社が２億１,８００万円ということで、ある程度税額を入れても契約

金額に至らないと思うのですが、他のことも加味されてこの契約金額になってい

るのかということと、あと、入札を３回しても契約に至らなかったから随意契約

という形は、これまでにもあるのかどうかというのが、まず一点です。 

それから、多賀城跡ガイダンス施設ということで、そのガイダンスという言葉

自体が施設の名前として使われることが一般的かどうかというのが一つと、この

１４ページの図だと公衆トイレというのは、またそことは別にいっぱい丸印で描

いてあるのがトイレの略図なのでしょうか。この１４ページの位置図でガイダン

ス施設があって中央公園の脇にトイレがあるので、それがあれば十分だからガイ

ダンスの中は、数が１つずつ程度になっているのでしょうか。その点を教えてい

ただければと思います。
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教育長 

文化財課長。

文化財課長 

まず一点目の入札の関係なのですが、入札において１回目で決まらない時は３

回まで入札を行うこととなっております。それで今回の入札では予定価格の２億

１,７００万円には至らなかった訳なのですが、先ほども説明させていただいたよ

うに、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定に基づきまして最も

価格が低かった伏谷建設株式会社と随意契約という手続きに移行しているところ

です。 

それで、１２ページの見積もり開封調書にあるように２億１,７００万円と、こ

ちらの予定価格と合致しましたので、これで契約を締結しているということでご

ざいます。 

樋渡委員 

入札というのは、ここだと一番初めに三者が入札に参加されて、２回目では宮

城工務店株式会社が辞退され、結局二社になっているのですが、このように一回

目でうまくいかなかった場合、他者に声をかけるとか、そういうことはないので

しょうか。 

文化財課長 

  こちらの入札に参加された方、三者で入札を執行していく訳なのですが、１回

目で一社が辞退されたので、２回目、３回目は残りの二者で入札を行うというこ

とでございます。

教育長 

文化財課長。

文化財課長 

  二点目のガイダンス施設の名称関係ですが、文化施設に関しましては、いろい

ろと史跡の整備をしている所があるのですが、ガイダンスと使う施設名称が多い

状況です。例えば、近隣ですと陸奥国分寺、仙台市の「陸奥国分寺・国分尼寺ガ

イダンス施設」という名称でございますし、比較的一般的に使用されています。

案内する施設ですよということで、文化財課関係でガイダンス施設としているの
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が一般的なようです。

  もう一つの公衆用トイレですが、ちょっと図面が見難くて申し訳ないのです

が、１４ページの図の公衆用トイレと表記してある左下の方にちょっと四角で太

く囲っている場所があるのですが、こちらが中央公園の公衆トイレになっており

ます。ガイダンス施設とは別に中央公園にも公衆トイレがありますので、ガイダ

ンス施設に関しましては、男性用、女性用、そして、バリアフリートイレを一基

ずつ設ける予定としています。

樋渡委員 

  ガイダンス施設に何人か、どれくらい集まるか分かりませんが、見学と合わせ

て時に中で何か行ったり、結構多くの人が来た時に足りないかなと思ったのです

けれど、その時は「公衆用トイレをご利用ください」と誘導する考えでよろしい

のでしょうか。 

文化財課長 

  ガイダンス施設は、駐車場も中央公園側に設置したものを利用させていただき

たいと思っておりますし、来訪者の導線としては、駐車場から公衆用トイレを通

って、ガイダンス施設に至る経路を考えています。 

教育長 

その他、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

教育長 

その他質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第１０号について承認しま

す。 

臨時代理事務 臨時代理の報告について（令和５年度多賀城市一般会計補 

報告第１１号 正予算（第３号）に対する意見） 

教育長 

次に、「臨時代理事務報告第１１号 臨時代理の報告について（令和５年度多

賀城市一般会計補正予算（第３号）に対する意見）」を議題といたします。 
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内容につきましては、次長から説明をいたします。次長。 

次長 

それでは、「臨時代理事務報告第１１号について」を御説明いたします。議案の

１７ページをお願いします。 

臨時代理事務報告第１１号、教育長に対する事務委任等規則第３条の規定によ

り、臨時に代理したので、同規則第６条第４号の規定により報告するものです。 

１９ページをお願いします。 

令和５年５月２９日付けで、市長より地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定に基づき、令和５年度多賀城市一般会計補正予算（第３号）の

調製について意見を求められ、市長あて臨時代理により回答したので、報告する

ものです。左側１８ページを御覧ください。 

臨時代理書でございますが、異議がない旨を回答しております。 

お手元に臨時代理事務報告第１１号関係資料をお配りしておりますので、そち

らをお願いします。 

それでは、教育委員会所管に係る内容をご説明いたします。はじめに、２・３

ページをお願いします。 

こちらは、歳入、歳出予算に係る補正額の総括表です。 

２ページは歳入補正に係る総括表ですが、下段の太枠で囲まれた欄にあります

とおり、今回の補正額が４億５,４２３万４千円となっており、うち、教育委員会

所管については、表中で具体に示されておりませんが、上段記載の１５款１項の

国庫負担金、１６款３項の県委託金、２２款市債で増額の補正予算を計上させて

いただいており、その総額は８,７３８万６千円となっております。詳細につきま

しては、後ほどご説明いたします。 

次の３ページをお願いします。こちらが、歳出補正に係る総括表です。 

下段太枠で囲まれた欄にありますとおり、一般会計全体で、歳入補正と同様

に、総額で４億５,４２３万４千円の増額補正となっており、うち、教育委員会所

管分は、１０款教育費で１,０１５万５千円、１１款災害復旧費で７,７２３万１

千円の補正増となっております。それでは、１４・１５ページをお願いします。 

歳出予算からご説明いたします。 

１０款１項２目「事務局費」で、１５万３千円の増額補正です。 

  説明欄１「教職員研修支援事業」で、１２節委託料 学力向上マネジメント事業

学力検査業務等委託料の増額ですが、宮城県から委託されている学力向上マネジメ

ント支援事業の実施内容のうち、小学２年生から中学２年生までは年２回、小学１

年生及び中学３年生は年１回、学力検査を実施することとされておりました。 
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今般、中学３年生の学力検査についても年２回の実施とするよう事業内容が拡

充されることとなったことから、拡充分の学力検査業務委託料を増額するもので

す。 

  続きまして、４項１目「社会教育総務費」で、補正額は増減ありませんが、説

明欄１「生涯学習課庶務事務」におきまして、社会教育施設等の予約管理を行う

システムの現在のリース期間が令和６年３月末をもって満了を迎えることから、

新システムを構築する業務に要する経費について、国庫支出金（デジタル田園都

市国家構想交付金デジタル実装タイプ）の採択を受けましたことから、財源の組

み替えを行うものです。 

次に、２目「社会教育振興費」で、３４０万円の増額補正です。 

説明欄１「文化センター管理運営事業」で、１８節負担金、補助及び交付金３

４０万円の増額補正は、一般財団法人自治総合センターが行う令和５年度コミュ

ニティ助成事業、いわゆる宝くじ助成事業の募集におきまして、文化芸術で地域

交流プログラムを行う事業費です。当該事業は、指定管理者が実施する事業で、

助成金交付の採択を受けたことから増額するものです。 

次に、６目「埋蔵文化財調査センター費」で、４０万３千円の増額補正です。 

説明欄１「出土品等整理保存事業」の増額補正は、特別収蔵庫くん蒸業務に係

る付帯業務の追加が必要となったことから、１２節委託料を増額するものです。 

恐れ入りますが、資料の１６・１７ページをお願いします。 

５項１目「保健体育総務費」で、１１５万５千円の増額補正です。 

説明欄１「社会体育施設等管理運営事業」で、１０節需用費の増額補正は、総

合体育館の給湯用ボイラー及び市民プールのシャワー用の給水管が経年劣化によ

り、修繕が必要となりましたことから、その費用について増額するものです。 

続きまして、２目「学校給食管理費」で、５０４万４千円の増額補正です。 

説明欄１「学校給食調理事業」で、１２節委託料の増額補正は、食材料費が高騰

する中、学校給食の質や量を落とすことなく、学校給食を提供するとともに、学

校給食費徴収金の上昇を抑え、市内公立小中学校児童・生徒の保護者の負担軽減

を図るため、食材発注業務の委託料を増額するものです。 

今回の補正額の算定につきましては、令和５年度当初予算編成時点における食

材価格と直近の価格との差額をもとに、その値上がり分を物価高騰分として計上

しております。 

値上がりしている主な食材としましては、主食分としてパンと牛乳、副食分と

しては肉や魚などが挙げられます。 

これら試算額を児童生徒１食当たりに置き換えますと、令和５年度当初予算で

は約３５円程度の増額でしたが、補正後の予算では約４０円程度の増額となるも
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のです。 

また、今回の補正においては、当初予算に計上しておりました物価高騰に係る

食材料費３,４９０万６千円に対しましても、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の財源活用が認められましたことから、財源の組み換えを併せて

行うものです。 

続きまして、１１款２項１目「公立学校施設災害復旧費」で、７,７２３万１千

円の増額補正です。 

説明欄１「小学校施設災害復旧事業」で、４,７７４万７千円及び、説明欄２「中

学校施設災害復旧事業」で、２,９４８万４千円の計上でございます。 

ここで、最後の１８ページをお開き願います。 

この資料は、令和４年３月１６日に発生した福島県沖の地震により、小中学校

の校舎、体育館等の建物内外にひび割れや欠損が生じたことや、校舎と校舎の繋

ぎ目にあるエキスパンションジョイントが破損したこと等により、復旧対応が必

要な箇所の内容を整理したものです。 

これら被害箇所の復旧に必要な予算を計上するものでございます。 

  なお、早急な対応が必要であった被害箇所につきましては、児童・生徒の安全

確保のため、昨年度中に既決予算で対応し、既に復旧工事を終えておりますの

で、今回は比較的緊急度の低い被害箇所の復旧工事を、市内小中学校１０校で行

うものでございます。 

以上で、歳出予算の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入をご説明いたします。資料の８・９ページをお願いします。 

１５款１項３目「教育費国庫負担金」で、４,５８３万９千円の増額補正を行う

ものです。 

教育総務課の説明欄１「公立学校施設災害復旧費負担金」で、４,５２２万円は、

先ほど歳出の災害復旧費で御説明いたしました「小学校施設災害復旧事業」の工事

請負費４,７７４万７千円のうち、災害査定の対象となる見込み費用３,９４６万９

千円に補助率３分の２を乗じた２,６３１万円と、「中学校施設災害復旧事業」の工

事請負費２,９４８万４千円に令和４年度に予備費を充用して事前着工した第二中

学校体育館の工事費５８９万４千円を加えた合計額のうち、災害査定の対象となる

見込み費用２,８３６万６千円に補助率３分の２を乗じた１,８９１万円をそれぞ

れ計上するものです。 

次に、学校給食センターの説明欄１「保健体育施設災害復旧費負担金」６１万

９千円は、令和３年度に既決予算で事前着手した学校給食センターの災害復旧に

係る修繕費２６０万１千円のうち、災害査定の対象となる見込み費用９２万９千

円に補助率３分の２を乗じた６１万９千円を計上するものです。 
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続いて、１０・１１ページをお願いします。 

  １６款３項２目「教育費負担金」で、１５万３千円の増額補正をするものです。 

これは、歳出で御説明申し上げました「教職員研修支援事業」で学力向上マネ

ジメント事業学力検査業務委託料の増額補正に伴い、宮城県からの委託金が増額

されることから補正するものです。 

  ここで恐れ入りますが本日机上に追加配布いたしました補正予算関係の資料を

お願いいたします。 

表紙を開いていただきまして、中段の２１款５項２目「雑入」で、生涯学習課

関係の説明欄１「コミュニティ事業助成金」の３４０万円につきましては、先ほ

ど歳出の「文化センター管理運営事業」で御説明した、いわゆる宝くじ助成事業

の採択を受けましたことに伴い、歳出予算と同額を補正するものです。 

  再度、先ほどの臨時代理事務報告第１１号関係資料にお戻りいただき、１２・

１３ページをお願いします。 

２２款１項６目「災害復旧事業債」で２,０６０万円の増額補正です。 

教育総務課の説明欄１「小学校施設災害復旧事業債」及び説明欄２「中学校施

設災害復旧事業債」にきましては、歳出で御説明いたしました「小学校施設災害

復旧事業」及び「中学校施設災害復旧事業」の増額補正に対する地方債補正で

す。 

次に、学校給食センターの説明欄１「保健体育施設災害復旧事業債」で３０万

円の増額補正は、歳出で御説明いたしました「学校給食センター災害復旧事業」

に対する地方債補正です。 

これら災害復旧事業債にあっては、起債充当率は、地方負担分の９０％となっ

ており、後年度に生じる元利償還金の９５％が普通交付税の基準財政需要額に算

入されるものです。 

最後に、今回の補正予算による市債全体について説明させていただきますので、

恐れ入りますが資料の４ページをお願いします。 

  第２表 地方債補正ですが、この表の下段の計の欄をご覧ください。 

  一般会計における市債全体の起債限度額を記載しております。 

補正前の起債限度額の総額１２億４５０万円に対し、今回、小学校施設災害復

旧事業で１,１８０万円、中学校施設災害復旧事業で８５０万円、保健体育施設災

害復旧事業で３０万円をそれぞれ増額いたしますので、補正後の起債限度額の総

額が１３億３,３９０万円となるものです。 

なお、今回起債限度額と変更となる市債の起債の方法、利率、償還の方法につ

きましては、補正前の内容と同じでございます。 

  以上で、臨時代理事務報告第１１号の説明を終わらせていただきます。 
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教育長 

それでは、ただ今の説明につきまして質疑ございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

それでは質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第１１号について承認しま

す。 

議案第１３号 多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について 

教育長 

次に、議案第１３号「多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について」

を議題といたします。内容につきましては、次長から説明をいたします。次長。 

次長 

それでは、議案第１３号「多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事」に

ついて説明いたします。２１ページをお開き願います。 

本件は、多賀城市学校給食センター運営審議会委員の任期が令和５年６月３０

日をもって任期満了することに伴い、新たに委嘱するものでございます。 

２２ページをご覧ください。 

多賀城市学校給食センター運営審議会につきましては、表の上段に記載のとお

り令和５年７月１日から記載の方々に委員を委嘱するものでございます。表の上

から、順に紹介いたします。 

多賀城市学校給食センター条例施行規則第３条第１号に掲げる市立学校の校長

としまして、多賀城東小学校長、三塚隆洋様、山王小学校長、千葉雅弘様、多賀城

八幡小学校長、澤井文彦様、多賀城中学校長、中里和裕様、東豊中学校長、阿部欽

一様、以上５名の方を新たに委嘱いたします。 

次に、同条第２号の児童生徒の保護者としまして、多賀城小学校父母教師会長、

星山純一郎様、天真小学校父母教師会長、鈴木幸也様、城南小学校父母教師会副会

長、加藤千恵様、第二中学校父母教師会長、栗山篤史様、高崎中学校父母教師会長、

博田由紀子様、以上５名の方を新たに委嘱いたします。 

次に、同条第３号の関係行政機関の代表者とまして、県塩釜保健所環境衛生部
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技術副参事兼総括次長、小山雅彦様を新たに委嘱いたします。 

次に、同条第４号の学識経験者としまして、塩釜地区薬剤師会薬剤師叶佐江子  

様、仙台農業協同組合多賀城支店長遠藤剛様、以上２名の方を引き続き委嘱いた

します。以上、１３名の方々が多賀城市学校給食センター運営審議会委員となり

ます。 

下段の多賀城市学校給食センター条例（抜粋）をご覧ください。 

下から３段目ですが、条例第５条の第３項に「委員の任期は、２年とする。」と

ありますので、新たに委嘱する委員の任期は、令和７年６月３０日までとなってお

ります。説明は以上でございます。 

教育長 

それでは、ただ今の説明につきまして質疑ございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１３号について、御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長 

質疑がないものと認め、議案第１３号について原案のとおり決定します。 

議案第１４号 多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について 

教育長 

次に、議案第１４号「多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について」を議題

といたします。内容につきましては、生涯学習課長から説明をいたします。生涯学

習課長。 

生涯学習課長 

それでは、「議案第１４号 多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について」
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説明させていただきます。２３ページをお願いいたします。 

これは、同委員に１名の欠員が生じていることから、２３ページの表に記載の

渡辺圭祐氏に対して委嘱を行うこととするものです。２４ページをお願いいたし

ます。 

ページ下の方に条例の抜粋を掲載しております。本市におけるスポーツ推進審

議会委員は、条例第３条第２項の規定により学識経験のある者、関係行政機関の

職員、教育委員会が必要と認める者から委嘱すること、同条第１項の規定により

定数は１０名以内とすること、同条第３項の規定により任期は２年とすると定め

ております。 

５月２４日に開催いたしました第５回定例会において、１０名中９名の委員の

任命について決定し、委嘱しているところですが、その際にも説明させていただ

きましたが、もう１名の委員について調整を進めておりました。 

上の表を御覧ください。委嘱予定者及び現委員の氏名、現職等、条例による位

置付けを掲載しておりますので、御確認ください。項番３の渡辺圭祐様を新たに

委員として委嘱することとするものです。 

この表の上部に記載しておりますが、現在の任期は、令和５年６月１日から令

和７年５月３１日までとなっておりますが、新たに委嘱する委員の任期について

は、条例第３条第３項ただし書きの規定により、発令の日から令和７年５月３１

日までとなります。説明は以上となります。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はございませんでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１４号について、御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長 

質疑がないものと認め、議案第１４号について原案のとおり決定します。 



- 23 - 

議案第１５号 多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 

教育長 

次に、議案第１５号「多賀城市文化財保護委員会委員の人事について」を議題と

いたします。内容につきましては、文化財課長から説明をいたします。文化財課長。 

文化財課長 

それでは、議案第１５号「多賀城市文化財保護委員の人事について」を説明させ

ていただきます。２５ページをご覧ください。 

本件は、前多賀城跡調査研究所長であった高橋栄一氏の後任として、現多賀城跡

調査研究所長である吉野武氏を、本年７月１日付けで委嘱するものです。２６ペー

ジをご覧ください。 

上段に文化財保護委員会委員の名簿、中段に委員の専門分野別の構成、下段に

関連する条例、規則を抜粋しております。 

条例・規則のうち、下段の多賀城市文化財保護条例施行規則第２条によりまし

て、多賀城市文化財保護委員の委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから

教育委員会が任命すること。中段の多賀城市文化財保護条例第６条第２項で、委

員会は委員１０人以内をもって組織することが記されています。 

同条第３項には、委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任

者の残任期間とするとなっています。後任者の吉野武氏につきましては、項番９

にございますように、多賀城跡調査研究で多賀城跡の歴史的な展示を長年実施し

ている方でございます。 

任期につきましては、令和５年７月１日から令和６年７月３１日までとなりま

す。 以上で説明を終わります。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はございませんでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１５号について、御異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長 

質疑がないものと認め、議案第１５号について原案のとおり決定します。 

議案第１６号 令和６年度多賀城市立小・中学校教科用図書の採択基準につ 

  いて 

教育長 

次に、議案第１６号「令和６年度多賀城市立小・中学校教科用図書の採択基準に

ついて」を議題といたします。内容につきましては、学校教育監から説明をいたし

ます。学校教育監。 

学校教育監 

それでは、議案第１６号「令和６年度多賀城市立小・中学校教科用図書の採択基

準について」説明させていただきます。２７ページをご覧ください。 

令和６年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の採択基準について、別紙の

とおり制定するものです。２８ページを御覧ください。 

令和６年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書採択基準（案）ですが、多賀

城市教育委員会及び多賀城市立小・中学校教職員が教科用図書の調査研究を行う

場合は、次に示す項目及び観点を基準とするものです。令和６年度は特別の教科

道徳を含めた小学校の教科書の改訂、そして、特別支援学級の教科書の改訂とな

ります。これから採択基準を御説明いたします。 

はじめに、１の小学校で使用する「各教科」教科用図書採択基準は、１から４

までの４項目あります。それぞれの項目を抜粋して説明します。 

「（1）内容に関すること」としては、「ア 学習指導要領に示されている教科

の目標達成のために内容が工夫されているか」などを含め５点、「(2)組織と配列

に関すること」としては、「ア 内容が組織的、系統的に配列され、学習の効果

があがるよう配慮されているか」などを含め５点、「(3)学習と指導に関するこ

と」は、「ア 基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これらを活用し

て課題を解決する思考力・判断力・表現力等の育成及び主体的な学習態度の形成

を進められるよう配慮されているか」などを含め５点、「(4)表現と体裁等に関す
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ること」としては、「ア 表記、表現が適切であるか」などを含め５点の観点を

基準とするものでございます。２９ページを御覧ください。 

続いて ２ 小学校で使用する「特別の教科 道徳」教科用図書採択基準は、

(1)から(4)までの４項目あります。項目と観点数のみで割愛させていいただきま

す。 

「(1)内容に関すること」で５点、「(2)組織と配列に関すること」で５点、

「(3)学習と指導に関すること」で５点、「(4)表現と体裁等に関すること」で５

点です。続いて３０ページを御覧ください。 

３の小中学校で使用する特別支援学級における学校教育法附則第９条の規定に

よる教科用図書（一般図書）採択基準は、(1)から(4)までの４項目あります。 

「(1)内容に関すること」で５点、「(2)組織と配列に関すること」で４点、

「(3)学習と指導に関すること」で５点、「(4)表現と体裁等に関すること」で５  

点です。 

示した観点をもとに、小学校で使用する「各教科」並びに「特別の教科 道

徳」、小中学校で使用する特別支援学級における第９条の規定による教科用図書

の採択を行う基準とするものです。 

なお、毎年行われている教科書展示会は６月１４日水曜日から７月４日火曜日

まで塩竈市民図書館において、開催されておりますので、この採択基準案を基に

教科書を閲覧するよう各学校に通知しております。 

今後、各学校からは、どの教科書を希望するかを提出してもらい、本市教育委

員会で承認していただいた後、７月１４日金曜日に開催される地区採択協議会

に、多賀城市の希望として報告いたします。 

その結果、令和６年度から使用する教科書について、７月の第７回教育委員会

定例会にお諮りいたします。以上で説明を終わります。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はございませんでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１６号について、御異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

教育長 

質疑がないものと認め、議案第１６号について原案のとおり決定します。 

議案第１７号 特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計画の計画期間に 

       ついて 

教育長 

次に、議案第１７号「特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計画の計画期間に

ついて」を議題といたします。内容につきましては、文化財課長から説明をいたし

ます。文化財課長。 

文化財課長 

それでは、議案第１７号「特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計画の計画

期間について」を御説明いたします。資料３１ページを御覧ください。 

この保存管理計画の計画期間は、平成２３年度を初年度とする１０年間の時限

的な計画期間と定めていたものを、令和２年第１０回定例会において、計画期間

を令和４年度まで２年間延伸したものでございますが、今回、さらに令和７年度

までの３年間の延伸をすることについて、御審議いただきたいと存じます。 

３２ページをお開きください。こちらの中段以降を御覧いただきたいのです

が、前回、令和４年度までの延伸を行った際は、主な計画内容に記載のとおり、S

重点遺構保存活用地区、これは多賀城跡政庁から南門周辺までの地区になります

が、この重点遺構保存活用地区の公有化の進展や、今後の地区区分の取扱い、公

有化方針の見直し等の対応が必要と判断し延伸したところでございますが、今

般、南門及び周辺地区の復元整備が令和６年度まで見込んでいること、供用開始

後の観光客や交通量など環境の変化を踏まえ、史跡の活用及びまちづくりについ

て、地区の皆様との十分な協議を重ねる必要があること等、新たに対応すべき事

項が生じておりますことから、現行計画の計画期間を３年間延伸いたしまして 

令和７年度までとするものでございます。 

３３ページに現行計画の計画期間延伸の理由、３４ページは参考として、宮城
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県の整備計画の全体構想を掲載しておりますので、御参照願います。 

以上で説明を終わります。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はございませんでしょうか。

（「はい」の声あり） 

教育長 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１７号について、御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長 

質疑がないものと認め、議案第１７号について原案のとおり決定します。 

日程第５ その他

教育長 

次に、日程第５その他に入ります。各委員等から特に議題としたい事項等があ

りましたらお願いします。ありませんか 

（「ありません」の声あり） 

教育長 

それでは以上で、本日の日程をすべて終了いたします。 

これをもちまして、令和５年第６回教育委員会定例会を閉会いたします。 

午後６時５２分閉会 
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この議事録の作成者は次のとおりである。 

教育総務課副主幹 佐藤 良彦

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 

令和５年７月２６日  

多賀城市教育委員会

教育長                 印

委 員                 印

委 員                 印


